
信用保証協会は女性の起業を応援しています信用保証協会は女性の起業を応援しています
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青森県信用保証協会
中小企業者の活力ある未来へ確かなサポート 〒030-8541  青森市新町2-4-1（県共同ビル5F）

創業支援課（創業支援チーム）

TEL 017-723-1356

融資額上限

1,000万円
　保証料

不要※

　金利　
 0.7％
（固定）

創業前の一般的なご相談から、起業アイデアの検証、
創業計画書の作成サポート、資金調達の相談など、創
業の外部専門家（ＩＭ）に無料で相談できます。
（※）ＩＭ…インキュベーションマネージャー

お問合せは下記または裏面記載の相談窓口まで

創業資金

創業前のご相談

創業後のフォローアップ 連携機関も充実！

創業支援課（創業支援チーム）のほか、各営業所・支所
にも相談窓口を常設しております。
また創業支援チームには女性相談員がおりますので、
お近くの窓口にお気軽にご相談ください。

開業後も定期的に訪問し、経営課題の解決をサポート
します。
無料で中小企業診断士を派遣する事業も行っておりま
すのでご利用ください。

県内の各金融機関のほか、下記の外部機関とも連携し
ています。 
・21あおもり産業総合支援センター ・あおもり地域ビジネス交流センター
・青森県よろず支援拠点 ・ひろさきビジネス支援センター
・青森県産業技術センター ・はちのへ創業・事業承継サポートセンター
・青森県中小企業診断士協会

どこでも相談窓口

女性のための女性のための
創業サポート融資保証制度創業サポート融資保証制度

ｆ
エフエフ

【未来を変える挑戦資金】

※本制度は「平成30年度青森県未来を変える挑戦資金特別保証融資制度」と県内全市町村との連携により保証料を補助する制度となっております。各市町村により、融資限度額や
保証料補助限度額等の取扱いが異なる場合がありますので、保証制度詳細に関するご照会については、当協会ホームページまたは裏面の相談窓口および最寄りの金融機関に
ご確認ください。



ｆ
エフエフ

■創業支援課（創業支援チーム）
〒030-8541
青森市新町2-4-1（県共同ビル5F）
TEL 017-723-1356

■青森営業所

TEL 017-723-1353

〒030-8541
青森市新町2-4-1（県共同ビル4F）

■弘前支所

TEL 0172-32-1331

〒036-8354
弘前市上鞘師町18-1（商工会議所会館3F）

■八戸支所

TEL 0178-24-6181

〒031-0076
八戸市堀端町2-3（商工会館1F）

■五所川原支所

TEL 0173-35-4121

〒037-0052
五所川原市東町17-5（商工会館4F）

■十和田支所

TEL 0176-23-4331

〒034-0082
十和田市西二番町4-11（商工会館4F）

■むつ支所

TEL 0175-22-1204

〒035-0073
むつ市中央1-4-6

青森県信用保証協会 相談窓口

青森県信用保証協会　http://www.cgc-aomori.jp/

月曜～金曜
9：00 ～ 17：00
（祝祭日を除きます）

受付時間

注１　ご依頼になる金融機関及び当協会の所定の審査があり、審査の結果ご依頼に添えない場合があります。また、上記制度の要綱・要領に合致しない事業である場合や、制度の消化状況により、
ご利用いただけない場合があります。

注２　本制度は「平成30年度青森県未来を変える挑戦資金特別保証融資制度」と県内全市町村との連携により保証料を補助する制度となっております。各市町村により、融資限度額や保証料補助
限度額等の取扱いが異なる場合がありますので、保証制度詳細に関するご照会については、当協会ホームページまたは裏面の相談窓口および最寄りの金融機関にご確認ください。

次の⑴に該当し、かつ⑵～⑷のいずれかに該当する方とします。（注１）
⑴　当協会保証対象業種の事業を営む（予定する）かたで、納税状況の良好なかた。
⑵　青森県内で新たに個人で事業を開始する計画をお持ちのかた。
⑶　青森県内で新たに会社を設立し事業を開始する計画をお持ちのかた。
⑷　青森県内で事業を開始した日または設立日から１年未満の個人または法人。

ご 利用案 内

プ ラ ン 名

利 用 要 件

資 金 使 途

保証限度額

保 証 期 間

貸 付 利 率

保　証　料

貸 付 形 式

返 済 方 法

担　　　保

保　証　人

1,000万円  （注１）

7年以内（据置期間1年以内）

年0.7％（固定金利）

不要（県および市町村が負担します）  （注２）

証書貸付

一括返済または分割返済

原則として不要

法人の場合は原則として代表者のみ、個人の場合は原則として不要

創業のため必要となる運転資金および設備資金

お問い合わせは下記相談窓口またはお電話にて承ります。

取扱機関

ｆ
エフエフ

【未来をへ変える挑戦資金】

ｆ
エフエフ

【未来を変える挑戦資金】


